
 

本調査は、平成２７年４月１日現在における各地方公共団体の指定管理者制

度の導入状況等に関し、｢指定管理者制度の運用について｣（平成 22 年 12 月

28日総行経第 38号）に係る項目等について調査したものです。 

 

 

 

１ 調査時点 

   平成２７年４月１日現在（前回調査は平成２４年４月１日現在） 

 

２ 調査対象団体 

   都道府県、指定都市、市区町村 

 

３ 調査結果のポイント 

 

① 指定管理者制度が導入されている施設数は 76,788施設 

 

都道府県 6，909施設 

指定都市 7，912施設 

市区町村 61，967施設 

合計 76，788施設 

・前回調査（７３，４７６施設）から、３，３１２施設の増 

 

② 約４割の施設で民間企業等（株式会社、NPO 法人、学校法人、医療法人

等）が指定管理者に 

 

都道府県 ２，３９７施設（３４．６％） 

指定都市 ３，５１４施設（４４．０％） 

市区町村 ２３，０９３施設（３７．０％） 

合計 ２９，００４施設（３７．５％） 

・（ ）内は、各区分の導入施設に占める割合 

・前回調査（３３．２％）から、４．３ポイントの増 

 

 

 

 

 

 

 

 

『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要 



③ 指定期間は長期化の傾向｢前回の指定期間よりも長い｣施設が約２割 

    

３年 １７．８％ 

４年 ７．７％ 

５年 ６５．３％ 

合計 ９０．９％ 

・「５年」の割合が、前回調査（５６．０％）から９．３ポイントの増 

 

④ 公募は、都道府県の約 6割、指定都市の約７割、市区町村の約４割で実施 

 

都道府県 ６３．４％ 

指定都市 ６７．８％ 

市区町村 ４１．９％ 

合計 ４６．５％ 

・前回調査（４３．８％）から２．７ポイントの増 

 

⑤ 選定基準は「サービス向上」が最多、次いで「業務遂行能力」「管理経費の

節減」 

 

施設のサービス向上に関すること ９６．５％ 

団体の業務遂行能力に関すること ９４．３％ 

施設の管理経費の節減に関すること ９３．８％ 

施設の平等な利用の確保に関すること ９１．７％ 

・複数回答可 

  ・いずれの項目も前回調査からポイント増 

 

⑥ 指定管理者の評価は、約８割の施設で実施 

  

都道府県 １００．０％ 

指定都市 ９５．５％ 

市区町村 ７１．８％ 

合計 ７６．８％ 

   ・前回調査（７２．５％）から４．３ポイントの増 

 

 

 

 

 

 



⑦ リスク分担に関する各事項について、約９割の施設で選定時や協定等に提

示 

 

 必要な体制 
の整備 

地方公共団体 
への損害賠償 

利用者への
損害賠償 

修繕関連 備品関連 緊急時の対応 

都道府県 ９８．９％ ７７．２％ ７６．１％ ７７．２％ ７５．１％ ７６．９％ 

指定都市 ９６．６％ ９７．１％ ９７．１％ ９９．９％ ９７．７％ ９５．３％ 

市区町村 ８５．５％ ９４．３％ ９３．７％ ９７．３％ ９１．０％ ９０．６％ 

合計 ８７．９％ ９３．０％ ９２．５％ ９５．８％ ９０．２％ ８９．９％ 

   ・いずれの項目も前回調査からポイント増 

 

⑧ 労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮について、約７割の施設で選定

時や協定等に提示 

  

都道府県 ９３．８％ 

指定都市 ８９．１％ 

市区町村 ５９．９％ 

合計 ６６．０％ 

   ・前回調査（６１．２％）から４．８ポイントの増 

 

⑨ 個人情報保護への配慮規定について、９割以上の施設で選定時や協定等に 

提示 

 

都道府県 ９９．９％ 

指定都市 １００．０％ 

市区町村 ９５．５％ 

合計 ９６．４％ 

   ・前回調査（９５．４％）から１．０ポイントの増 

 

⑩  指定管理者の指定の取消し等は、２，３０８施設 

 

 指定の取消 業務の停止 指定管理の取りやめ 合計 

都道府県 ６６施設 ０施設 ４０施設 １０６施設 

指定都市 ５１施設 ０施設 ５６施設 １０７施設 

市区町村 ５７９施設 ４７施設 １，４６９施設 ２，０９５施設 

合計 ６９６施設 ４７施設 １，５６５施設 ２，３０８施設 

・期間：平成２４年４月２日～平成２７年４月１日 

・前回調査（２，４１５施設）から１０７施設の減 


